
省

令

告

示

平成˜Ÿ年 月™˜日 木曜日 第››™�号官 報

二

輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
次
に
掲
げ
る
手
続
で
あ
っ
て
、
関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に

規
定
す
る
特
許
権
者
等
が
行
う
も
の

イ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
手
続
に
係
る
税
関
長
の
通
知
の
受
領

ロ

関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め

ハ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
意
見
の
陳
述

ニ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

ホ

関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述

〇
総
務
省
告
示
第
四
百
九
十
七
号

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
統
計
を
作
成
す
る
た
め

に
集
め
ら
れ
た
調
査
票
の
使
用
を
承
認
し
た
の
で
、
統
計

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
百
三
十
号
）
第
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
一
日総

務
大
臣

竹
中

平
蔵

指
定
統
計
の
名
称

作
物
統
計

調
査
票
の
使
用
目
的

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研

究
所
が
、
水
田
生
態
系
応
答
モ
デ
ル
の
開
発
及
び
検
証

の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
栽
培
管
理
履
歴
、
気
象
及

び
土
壌
環
境
を
把
握
す
る
た
め
、
作
物
統
計
調
査
の
別

表
第
一
に
掲
げ
る
調
査
票
（
い
ず
れ
も
磁
気
テ
ー
プ
に

転
写
分
）
か
ら
所
要
の
事
項
を
転
写
し
、
集
計
す
る
。

調
査
票
の
使
用
者
の
範
囲

農
林
水
産
省
大
臣
官
房
統
計

部
生
産
流
通
消
費
統
計
課
普
通
作
物
統
計
班
米
統
計
第

一
係
の
職
員
及
び
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究

所
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
者

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
八
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
三
百
七
号

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め

る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
二
十
二
号
）
別
表
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政

令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
十
三

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）

附

則

こ
の
政
令
は
、平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

文
部
科
学
大
臣

小
坂

憲
次

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

〇
財
務
省
令
第
五
十
八
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
十
七
号
）
及
び
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に

関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
四
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

一
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
税
関
関
係

法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
一
日財

務
大
臣

谷
垣

禎
一

税
関
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

税
関
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務
省

令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
九
四
号
の
二
中
「
第
六
十
九
条
の
十
第
一

項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
三
第
一
項
」
に
、
第
九
四
号

の
三
中
「
第
六
十
九
条
の
十
第
四
項
」
を
「
第
六
十
九
条

の
十
三
第
四
項
」
に
、
第
九
四
号
の
四
中
「
第
六
十
九
条

の
十
二
第
五
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
十
五
第
五
項
」に
、

第
一
二
三
号
の
二
中
「
第
六
十
二
条
の
十
一
第
一
項
」
を

「
第
六
十
二
条
の
十
六
第
一
項
」
に
、
第
一
二
三
号
の
三

中
「
第
六
十
二
条
の
十
六
第
四
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の

二
十
一
第
四
項
」
に
、
第
一
二
三
号
の
四
中
「
第
六
十
二

条
の
十
七
第
一
項
」
を「
第
六
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
」

に
、
第
一
二
三
号
の
五
中「
第
六
十
二
条
の
十
八
第
一
項
」

を
「
第
六
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
、
第
一
二
三
号

の
六
中
「
第
六
十
二
条
の
十
八
第
二
項
」
を
「
第
六
十
二

条
の
二
十
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
、
第
四
条
の
規
定
は
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
保
険
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
四
の
五
中
「
第
六
十
二
条
の
十
六
第
一
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

計
量
法
附
則
第
四
条
の
計
量
単
位
等
を
定
め
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
八
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
三
百
五
号

計
量
法
附
則
第
四
条
の
計
量
単
位
等
を
定
め
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
附

則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

計
量
法
附
則
第
四
条
の
計
量
単
位
等
を
定
め
る
政
令

（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中
「
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二

十
五
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で

定
め
る
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
八
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
三
百
六
号

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
三

項
の
政
令
で
定
め
る
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
三
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で

定
め
る
日
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

杉
浦

正
健

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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